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▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

 実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

  

  

   第４章 付加機能 

第26条〜第27条の２ （略） 

 （付加機能の廃止） 

第28条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

   第４章 付加機能 

第26条〜第27条の２ （略） 

 （付加機能の廃止） 

第28条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

(1) （略） 

(2) （略） 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) 付加機能（料金表第１表（料金）に規定するトラフィック視える化機能に限ります。）

については、当社がその機能に係るデータ又はレポートの提供を行ったとき。 

 

２ （略） ２ （略） 

  

  

料金表 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   ２ 料金額 

    ２－２ 付加機能利用料 

     ２－２－２ 回線契約に係るもの 

料金表 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   ２ 料金額 

    ２－２ 付加機能利用料 

     ２－２－２ 回線契約に係るもの 

      ２－２－２－７ トラフィック視える化機能  

 区   分 単 位 料 金 額       

 Universal One網内のト

ラフィックを収集し、そ

のUniversal Oneサービ

スに係る使用状況等の詳

細な情報を分析及び加工

して提供する機能 

デ ー タ レ ポ

ート 

１の申込みごと

に 

別に算定する金額        

 ス タ ン ダ ー

ドレポート 

１の申込みごと

に 

別に算定する金額        

 プ レ ミ ア ム

レポート 

１の申込みごと

に 

別に算定する金額        

 備考     
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 １ 当社は、回線契約者（レイヤー３のギャランティアクセス（その品目が１M

b/sから１Gb/sまでのものに限ります。）に係る者に限ります。）に限り、この

機能を提供します。 

    

 ２ この機能を利用する回線契約者は、この機能を提供するにあたり、当社が回

線契約者の通信に係るＩＰアドレス、ポート番号等及びアプリケーション層の

データ等を取得することについて、あらかじめ包括的に同意していただきま

す。 

    

 ３ 当社は、この機能の利用により生成、提供されたデータ（以下この備考にお

いて「生成等データ」といいます。）が滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅

失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、こ

れにより回線契約者又は第三者に発生した直接あるいは間接の損害について、

原因の如何を問わず責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重

大な過失によるものである場合はこの限りではありません。 

    

 ４ 生成等データについては、当社はその内容等について保証を行わず、また、

それに起因する損害についても責任を負わないものとします。 

    

 ５ 当社は、収集したデータ及び生成等データを一定期間後に削除するものとし

ます。 

    

  

  

 附 則（令和７年12⽉８⽇ ＣＮＳ１サ第000400014021-01号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和７年12⽉26⽇から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱

いについては、なお従前のとおりとします。 

  

 




